
　
市
で
は
、
市
内
の
公
立
・
私
立

保
育
所
の
臨
時
職
員
（
短
時
間
職

員
を
含
む
）
の
登
録
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

▼
登
録
職
種
　
保
育
士
、
看
護
師
、

　
調
理
員
な
ど

※
各
職
種
と
も
資
格
を
有
し
て
い

　
る
人

※
登
録
は
１
年
ご
と
の
更
新
で
す

　
の
で
、
以
前
登
録
を
し
た
人
も

　
再
度
登
録
を
し
て
く
だ
さ
い

※
登
録
名
簿
は
随
時
各
保
育
所
に

　
配
付
し
ま
す

▼
必
要
書
類
　
登
録
申
請
書
、
履

　
歴
書
、
保
育
士
証
の
写
し

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
こ
ど
も
支
援
グ
ル
ー
プ
こ
ど
も

　
福
祉
班
（
☎
内
線
２
７
６
）

職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
数

・
調
理
員
…
１
人

・
警
備
員
…
１
人

応
募
資
格

　
平
成
23
年
２
月
１
日
現
在
満
60

歳
未
満
で
市
内
に
居
住
し
て
い
る

人勤
務
地

　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
島
原
市
立
あ

り
あ
け
荘
（
霊
南
二
丁
目
）

勤
務
期
間
お
よ
び
時
間

・
調
理
員
…
平
成
23
年
４
月
１
日

　
か
ら
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で

　
の
う
ち
お
お
む
ね
月
10
日
程
度

　
（
所
長
が
指
示
す
る
日
）
　
８

　
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で

・
警
備
員
…
平
成
23
年
４
月
１
日

　
か
ら
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で

　
の
う
ち
お
お
む
ね
月
15
日
程
度

　
17
時
か
ら
翌
日
８
時
30
分
ま
で

賃
　
金

・
調
理
員
…
日
額
５
３
０
０
円

・
警
備
員
…
日
額
６
８
０
０
円

応
募
期
限

　
２
月
15
日
（火）
ま
で

応
募
方
法

　
顔
写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
を
あ

り
あ
け
荘
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

　
島
原
市
立
あ
り
あ
け
荘
（
☎
　

４
８
３
７
）

職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
数

・
事
務
員
（
館
長
・
場
長
職
）
…

　
若
干
名

・
学
校
給
食
調
理
員
…
１
人

受
験
資
格

・
事
務
員
（
館
長
・
場
長
職
）
…

　
高
校
卒
業
程
度
の
学
力
を
有
し

　
昭
和
25
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和

　
31
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

　
た
人

・
学
校
給
食
調
理
員
…
高
校
卒
業

　
程
度
の
学
力
を
有
し
、
昭
和
46

　
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
５
年
４

　
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

試
験
日
お
よ
び
試
験
会
場

▼
第
一
次
試
験

・
小
論
文
　
２
月
20
日
（日）
（
有
明

　
総
合
文
化
会
館
１
階
研
修
室
）

▼
第
二
次
試
験
　
第
一
次
試
験
合

　
格
者
の
み
実
施

応
募
期
限

　
２
月
10
日
（木）
ま
で
（
郵
送
の
場

合
は
２
月
10
日
（木）
ま
で
の
消
印
有

効
）

応
募
方
法

　
事
業
団
事
務
局
に
備
え
付
け
の

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

顔
写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
を
添
え

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

　
島
原
市
教
育
文
化
振
興
事
業
団

事
務
局
（
〒
８
５
９
―
１
４
１
５

島
原
市
有
明
町
大
三
東
戊
１
４
３

８
―
１
　
☎
　
５
１
３
３
）

岡
田
甲
子
男
記
念
奨
学
金

▼
貸
付
対
象
者
と
貸
付
月
額

・
高
等
専
門
学
校
（
１
〜
３
年
）

　
…
３
万
円

・
大
学
、
短
大
、
専
修
学
校
、
高

　
等
専
門
学
校
（
４
〜
５
年
）
…

　
４
万
６
５
０
０
円

▼
対
象
者

・
新
入
学
生
で
奨
学
生
と
し
て
ふ

　
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と

・
保
護
者
が
県
内
に
住
所
を
有
す

　
る
人

▼
償
還
方
法
　
貸
与
の
終
了
か
ら

　
６
カ
月
を
経
過
し
た
後
、
貸
与

　
期
間
が
２
年
以
内
の
人
は
５
年

　
以
内
に
、
そ
れ
以
外
の
人
は
10

　
年
以
内
に
返
還

※
貸
し
付
け
は
無
利
子
で
す

▼
申
込
期
限
　
４
月
28
日
（木）
ま
で

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
岡
田
甲
子
男
記
念
奨
学
財
団（
☎

　
０
９
５
６
　
０
０
１
１
）
ま
た

　
は
教
育
総
務
グ
ル
ー
プ
（
☎
内

　
線
６
２
２
）

　
助
成
金
を
受
け
な
が
ら
、
６
カ

月
の
企
業
実
習
を
通
じ
中
小
企
業

で
働
く
う
え
で
必
要
な
技
能
・
ノ

ウ
ハ
ウ
な
ど
を
習
得
す
る
こ
と
で

就
職
に
つ
な
が
る
よ
う
支
援
し
ま

す
。

▼
対
象
者
　
平
成
19
年
９
月
以
降

　
に
高
校
や
大
学
を
卒
業
し
た（
卒
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募
　
　
　
集

保
育
所
臨
時
職
員
の
登
録

あ
り
あ
け
荘
非
常
勤
職
員
募
集

奨
学
金
の
貸
し
付
け

島
原
市
教
育
文
化
振
興

事
業
団
職
員
の
募
集

新
卒
者
就
職
応
援
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
職
場
実
習
生
募
集

お

ね

き



　
業
予
定
を
含
む
）
人
で
、
就
職

　
先
が
未
内
定
の
人

▼
実
習
期
間
　
平
成
23
年
12
月
ま

　
で
の
う
ち
６
カ
月
間
（
期
間
短

　
縮
可
）

▼
助
成
金
（
１
日
あ
た
り
）

・
実
習
生
　
７
０
０
０
円

※
大
学
な
ど
に
在
学
し
て
い
る
人

　
に
は
支
給
は
あ
り
ま
せ
ん

・
受
入
企
業
　
３
５
０
０
円

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
長
崎
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

　
業
務
推
進
課
（
☎
０
９
５
―
８

　
２
６
―
３
２
０
１
）

　
市
・
県
民
税
な
ど
の
申
告
を
次

の
と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。

　
会
場
が
混
雑
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
に
済
ま
せ

て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間
お
よ
び
会
場
　
今
月

　
号
の
広
報
に
折
り
込
ん
で
あ
る

　
「
申
告
に
つ
い
て
」
に
受
付
期

　
間
と
会
場
、
受
付
時
間
な
ど
を

　
記
載
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
今
回
の
申
告
か
ら
旧
島

　
原
地
区
の
申
告
会
場
が
霊
丘
公

　
民
館
か
ら
市
役
所
税
務
グ
ル
ー

　
プ
（
本
庁
２
階
）
に
変
更
に
な

　
っ
て
い
ま
す
の
で
注
意
し
て
く

　
だ
さ
い
。

▼
申
告
書
　
今
月
号
の
広
報
に
折

　
り
込
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
各

　
申
告
会
場
や
有
明
支
所
、
三
会

　
出
張
所
、
各
地
区
公
民
館
に
も

　
備
え
つ
け
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
事
業
所
得
の
あ
る
人
に

　
は
収
支
内
訳
書
な
ど
の
書
類
を

　
別
途
送
付
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
グ
ル
ー

　
プ
市
民
税
班
（
☎
内
線
１
７
２
）

▼
と
　
き
　
２
月
16
日
（水）
か
ら
３

　
月
15
日
（火）
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
島
原
税
務
署

▼
申
告
書
　
島
原
税
務
署
か
ら
送

　
付
さ
れ
ま
す

※
前
年
分
を
電
子
申
告
し
た
人
に

　
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん

※
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用

　
し
て
、
申
告
書
の
作
成
や
電
子

　
申
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
島
原
税
務
署

　
（
☎
　
３
２
８
１
）

　
サ
ム
ラ
イ
ブ
ル
ー
龍
馬
像
の
移

設
な
ど
の
た
め
に
市
へ
寄
付
し
た

人
は
、
所
得
税
や
市
・
県
民
税
か

ら
一
定
の
限
度
額
ま
で
控
除
を
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
控

除
を
受
け
る
た
め
に
は
領
収
書
を

添
付
し
て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
税
務
グ
ル
ー
プ
市

民
税
班
（
☎
内
線
１
７
２
）
へ
。

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業

▼
対
象
者
　
市
内
に
住
所
を
有
す

　
る
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し

　
の
人
で
、
日
常
生
活
に
不
安
が

　
あ
る
人

▼
事
業
内
容
　
電
話
回
線
を
利
用

　
し
た
専
用
の
機
器
を
設
置
し
、

　
緊
急
時
に
迅
速
・
的
確
に
対
応

　
す
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
で
、

　
よ
り
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る

　
よ
う
す
る
も
の
で
す

▼
利
用
料
　
月
額
３
０
０
円

テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス
事
業

▼
対
象
者
　
市
内
に
住
所
を
有
す

　
る
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し

　
の
人
で
、
健
康
な
ど
に
不
安
が

　
あ
る
人

▼
事
業
内
容
　
市
の
嘱
託
職
員
が

　
定
期
的
に
電
話
を
し
て
、
安
否

　
確
認
や
日
常
生
活
の
相
談
な
ど

　
に
応
じ
ま
す

▼
利
用
料
　
無
料

問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
保
健
総
務
グ
ル
ー
プ
福
祉

班
（
☎
内
線
２
７
７
）
ま
た
は
有

明
支
所
（
☎
内
線
５
０
７
）

　
長
崎
森
林
管
理
署
で
は
、
松
く

い
虫
の
被
害
に
よ
り
枯
れ
た
松
の

木
の
伐
倒
処
理
の
事
業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
実
施
期
間
中
は
危
険

防
止
の
た
め
、
国
有
林
内
へ
の
立

ち
入
り
を
禁
止
し
ま
す
。

▼
実
施
期
間
　
３
月
22
日
（火）
ま
で

▼
事
業
個
所
お
よ
び
立
ち
入
り
禁

　
止
区
域
　
眉
山
の
国
有
林
内（
島

　
原
総
合
運
動
公
園
の
上
方
）

※
事
業
個
所
周
辺
に
は
立
ち
入
り

　
禁
止
等
の
看
板
を
設
置
し
て
い

　
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
長
崎
森
林
管

　
理
署
（
☎
０
９
５
７
　
６
９
１

　
１
）
、
島
原
森
林
事
務
所
（
☎

　
　
２
５
４
５
）
ま
た
は
農
林
水

　
産
グ
ル
ー
プ
農
林
畜
産
班
（
☎

　
内
線
５
５
３
）

　
市
が
発
注
す
る
物
品
購
入
お
よ

び
業
務
委
託
の
競
争
入
札
に
参
加

を
希
望
す
る
人
は
、
登
録
申
請
書

の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

は
除
き
ま
す
。

▼
受
付
期
限
　
２
月
28
日
（月）
ま
で

▼
提
出
方
法
　
契
約
管
財
グ
ル
ー

　
プ
契
約
検
査
班
に
備
え
付
け
の

　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し

　
郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ

　
い

※
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

　
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が

　
で
き
ま
す
（U

R
L
:h
t
t
p
:/
/

　w
w
w
.c
ity.s
h
im
a
b
a
ra
.lg
.jp

）

▼
登
録
有
効
期
間
　
平
成
23
年
４

　
月
１
日
か
ら
平
成
25
年
３
月
31

　
日
ま
で

▼
提
出
・
問
い
合
せ
先
　
契
約
管

　
財
グ
ル
ー
プ
契
約
検
査
班
（
〒

17　  平成23. 2.

所
得
税
お
よ
び
市
・
県
民
税

の
寄
付
金
控
除

眉
山
の
国
有
林
内
へ
の
立
ち

入
り
禁
止
に
つ
い
て

お 

知 

ら 

せ

市
・
県
民
税
の
申
告

高
齢
者
等
支
援
事
業

所
得
税
の
確
定
申
告

平
成
23・
24
年
度
島
原
市
物
品

購
入
お
よ
び
業
務
委
託
競
争

入
札
参
加
登
録
申
請
の
受
付

シルバーホン  あんしんSV

簡易型緊急通報装置
「シルバーホン  あんしんSV」

小電力型ワイヤレス
リモートスイッチ5
（送信機）



　
８
５
５
―
８
５
５
５
　
島
原
市

　
上
の
町
５
３
７
番
地
　
☎
内
線

　
２
６
３
）

　
市
で
は
安
全
性
に
優
れ
た
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」

（
以
下
「
住
基
カ
ー
ド
」
）
を
発

行
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
中
で
「
写
真
付
き
住
基
カ

ー
ド
」
は
公
的
な
身
分
証
明
と
し

て
金
融
機
関
や
携
帯
電
話
の
窓
口

で
の
契
約
手
続
き
や
、
所
得
税
の

確
定
申
告
を
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子

申
告
）
で
行
う
た
め
に
も
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
本
人
に
な
り
す

ま
し
た
住
基
カ
ー
ド
の
不
正
取
得

を
防
止
す
る
た
め
、
本
人
確
認
書

類
と
し
て
健
康
保
険
証
等
が
追
加

に
な
り
ま
し
た
。
申
請
の
際
に
は

次
の
書
類
を
窓
口
に
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
写
真
１
枚
（
６
カ
月
以
内
に
撮

　
影
し
た
、
正
面
向
き
、
無
帽
、

　
無
背
景
の
縦
４
・
５
　
、
横
３

　
・
５
　
）

※
写
真
な
し
住
基
カ
ー
ド
の
場
合

　
は
不
要

③
手
数
料
５
０
０
円

④
本
人
が
確
認
で
き
る
書
類
と
し

　
て
、
運
転
免
許
証
お
よ
び
健
康

　
保
険
証
等
が
必
要
で
す
。

　
本
人
確
認
書
類
が
な
い
場
合
や

　
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
は

　
後
日
交
付
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
市
民
窓
口
グ

　
ル
ー
プ
市
民
窓
口
班
（
☎
内
線

　
１
８
１
）
ま
た
は
有
明
支
所
（
☎

　
内
線
５
０
２
）

　
国
土
交
通
省
主
催
で
、
全
国
の

半
島
地
域
の
地
域
づ
く
り
団
体
に

よ
る
取
組
事
例
の
発
表
や
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
。

▼
と
　
き
　
２
月
13
日
（日）
　
10
時

　
か
ら
14
時
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
雲
仙
市
ふ
る
さ
と
会

　
館
（
雲
仙
市
吾
妻
町
）

▼
入
場
料
　
無
料

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
政
策
企
画
グ

　
ル
ー
プ
政
策
振
興
班
（
☎
内
線

　
１
４
２
）

木
造
一
戸
建
住
宅
の
耐
震
診
断
等

費
用
の
助
成

　
地
震
に
強
い
安
全
な
街
づ
く
り

を
目
指
す
た
め
に
、
木
造
戸
建
住

宅
の
耐
震
対
策
を
支
援
し
ま
す
。

▼
対
象
家
屋
　
次
の
全
て
の
事
項

　
に
該
当
す
る
建
物

・
市
内
に
存
す
る
住
宅

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建

　
築
さ
れ
た
木
造
戸
建
住
宅

・
３
階
建
以
下
の
住
宅

・
在
来
工
法
、
伝
統
的
工
法
ま
た

　
は
枠
組
壁
工
法
の
住
宅

・
所
有
者
が
現
在
住
ん
で
い
る
住

　
宅

・
平
成
23
年
３
月
末
ま
で
に
事
業

　
完
了
す
る
も
の

▼
助
成
内
容

・
耐
震
診
断
…
耐
震
診
断
士
の
資

　
格
を
持
っ
た
専
門
家
が
診
断
を

　
行
い
、
耐
震
改
修
工
事
の
必
要

　
性
が
あ
る
か
を
判
定
し
ま
す
。

　
診
断
に
か
か
る
費
用
４
万
５
千

　
円
の
う
ち
３
万
円
を
助
成
し
ま

　
す

・
耐
震
改
修
計
画
の
作
成
…
耐
震

　
診
断
の
結
果
、
耐
震
補
強
工
事

　
の
必
要
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ

　
耐
震
計
画
の
作
成
を
依
頼
し
た

　
場
合
、
計
画
作
成
に
か
か
る
費

　
用
の
３
分
の
２
（
限
度
額
７
万

　
円
）
を
助
成
し
ま
す

※
予
定
戸
数
30
戸

既
存
建
築
物
の
耐
震
診
断
費
用
の

助
成

　
地
震
に
強
い
安
全
な
街
づ
く
り

を
目
指
す
た
め
に
、
既
存
建
築
物

の
耐
震
対
策
を
支
援
し
ま
す
。

▼
対
象
家
屋
　
次
の
す
べ
て
の
事

　
項
に
該
当
す
る
建
物

・
市
内
に
存
す
る
既
存
建
築
物

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建

　
築
さ
れ
た
建
築
物

・
３
階
建
以
上
か
つ
延
床
面
積
１

　
０
０
０
㎡
以
上
の
建
築
物

・
平
成
23
年
３
月
末
ま
で
に
事
業

　
完
了
す
る
も
の

▼
助
成
内
容
　
耐
震
診
断
士
の
資

　
格
を
持
っ
た
専
門
家
が
診
断
を

　
行
い
、
耐
震
改
修
工
事
の
必
要

　
性
が
あ
る
か
を
判
定
し
ま
す
。

　
診
断
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
３

　
分
の
２
（
限
度
額
１
６
０
万
円
）

　
を
助
成
し
ま
す

※
予
定
棟
数
１
棟

問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
整
備
グ
ル
ー
プ
建
築
班（
〒

８
５
５
―
８
５
５
５
　
島
原
市
上

の
町
５
３
７
番
地
　
☎
内
線
２
２

７
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
９
１
０
１
）

　
固
定
資
産
評
価
基
準
の
改
正
に

よ
り
、
非
木
造
家
屋
経
年
減
点
補

正
率
基
準
表
の
「
冷
凍
倉
庫
用
の

も
の
」
が
「
冷
蔵
倉
庫
用
の
も
の

（
保
管
温
度
が
摂
氏
10
度
以
下
に

保
た
れ
る
倉
庫
）
」
に
改
正
さ
れ

平
成
24
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
改
正
に

よ
り
非
木
造
冷
蔵
倉
庫
に
該
当
す

る
倉
庫
は
、
評
価
額
算
出
に
お
け

る
減
価
年
数
が
短
縮
さ
れ
ま
す
。

　
次
の
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
と
思
わ
れ
る
倉
庫
を
所
有
し
て

い
る
人
は
、
実
地
調
査
を
行
い
ま

す
の
で
、
固
定
資
産
税
班
ま
で
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
と
な
る
冷
蔵
倉
庫
　
次
の

　
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
家

　
屋

・
家
屋
の
構
造
が
非
木
造
家
屋（
木

　
造
以
外
）
で
あ
る
こ
と

・
主
な
用
途
が
「
倉
庫
」
で
あ
り

　
倉
庫
内
の
保
管
温
度
が
常
に
摂

　
氏
10
度
以
下
に
保
た
れ
て
い
る

　
こ
と

・
冷
蔵
倉
庫
部
分
が
床
面
積
の
50

　
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
あ
る
こ
と

島原市

0000年00月00日まで有効
昭和＊＊年＊＊月＊＊日 性別 女
島原　花子
島原市上の町５３７

島原市役所　市民窓口グループ 
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住
基
カ
ー
ド
の
本
人
確
認

書
類
の
追
加

半
島
地
域
づ
く
り
会
議

in
島
原
半
島
の
開
催

冷
蔵
倉
庫
用
家
屋
の
固
定
資
産

評
価
基
準
が
変
わ
り
ま
す

耐
震
診
断
費
用
等
の
助
成



※
倉
庫
自
体
が
冷
蔵
機
能
を
有
し

　
て
い
る
も
の
が
対
象
で
、
単
に

　
常
温
の
倉
庫
内
に
プ
レ
ハ
ブ
方

　
式
の
冷
蔵
庫
や
業
務
用
冷
蔵
庫

　
な
ど
を
設
置
し
て
い
る
場
合
は

　
該
当
し
ま
せ
ん

※
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い

　
る
場
合
で
も
、
建
築
後
、
既
に

　
適
用
前
の
基
準
年
数
を
経
過
し

　
て
い
る
場
合
（
鉄
骨
造
で
35
年

　
経
過
済
み
な
ど
）
は
、
減
価
に

　
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
グ
ル
ー

　
プ
固
定
資
産
税
班
（
☎
内
線
１

　
７
３
）

　
薬
用
植
物
（
ハ
ー
ブ
や
野
菜
・

果
樹
）
栽
培
の
基
礎
的
な
知
識
と

技
術
を
体
得
で
き
る
初
心
者
向
け

の
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

▼
と
　
き
　
３
月
２
日
（水）
・
９
日

　
（水）
・
16
日
（水）
・
23
日
（水）
　
14
時

　
か
ら
16
時
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
市
内
園
芸
店
ほ
か

▼
対
象
者
　
市
内
在
住
者

▼
参
加
費
　
各
日
５
０
０
円
か
ら

　
１
０
０
０
円
程
度

▼
定
　
員
　
各
日
と
も
10
人
程
度

▼
申
込
期
限
　
２
月
14
日
（月）
ま
で

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
　

　
島
原
健
康
半
島
構
想
推
進
協
議

　
会
事
務
局
　
産
業
政
策
グ
ル
ー

　
プ
内
（
☎
内
線
５
６
１
）

　
蔵
書
の
確
認
・
整
理
の
た
め
島

原
図
書
館
を
一
時
休
館
し
ま
す
。

▼
休
館
期
間
　
２
月
１
日
（火）
か
ら

　
２
月
12
日
（土）
ま
で

▼
貸
出
お
よ
び
返
却

・
休
館
期
間
中
の
貸
し
出
し
は
で

　
き
ま
せ
ん

・
休
館
期
間
中
の
返
却
は
玄
関
横

　
の
返
却
ポ
ス
ト
を
利
用
し
て
く

　
だ
さ
い

・
返
却
期
限
が
過
ぎ
て
い
る
図
書

　
の
返
却
を
お
願
い
し
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
島
原
図
書
館

　
（
☎
　
４
１
１
５
）

　
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
で
調

製
し
た
「
島
原
市
農
業
委
員
会
委

員
選
挙
人
名
簿
」
を
縦
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
と
　
き
　
２
月
23
日
（水）
か
ら
３

　
月
９
日
（水）
ま
で
　
８
時
30
分
か

　
ら
17
時
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
選
挙
管
理
委
員
会
事

　
務
局

※
２
月
26
日
（土）
・
27
日
（日）
は
市
役

　
所
当
直
室
で
縦
覧
可
能

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
選
挙
管
理
委

　
員
会
（
☎
内
線
３
１
１
）

　
県
行
政
書
士
会
で
は
、
記
念
日

に
合
わ
せ
一
日
無
料
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。

▼
と
　
き
　
２
月
22
日
（火）
　
９
時

　
か
ら
17
時
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
市
内
各
行
政
書
士
事

　
務
所

▼
相
談
内
容
　農
地
転
用
や
相
続
、

　
遺
言
手
続
、
権
利
義
務
、
事
実

　
証
明
、
自
動
車
登
録
な
ど

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
市
内
各
行
政

　
書
士
事
務
所
ま
た
は
市
民
相
談

　
セ
ン
タ
ー
（
☎
内
線
１
８
４
）

　
島
原
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
内
の
半

島
南
側
の
地
質
を
学
び
ま
す
。

▼
と
　
き
　
２
月
28
日
（月）
　
９
時

　
30
分
か
ら
16
時
10
分
ま
で

▼
集
合
場
所
　
平
成
新
山
ネ
イ
チ

　
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
（
島
原
外
港
、

　
島
原
駅
へ
の
送
迎
バ
ス
運
行
）

▼
参
加
費
　
無
料

▼
募
集
人
数
　
20
人
（
先
着
順
）

▼
申
込
期
間
　
２
月
14
日
（月）
か
ら

　
２
月
25
日
（金）
ま
で

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
平
成
新
山
ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン
タ

　
ー
（
☎
　
６
７
５
２
）

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

　
老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給
事
由

と
す
る
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
な

ど
の
公
的
年
金
は
、
所
得
税
法
上

「
雑
所
得
」
と
み
な
さ
れ
課
税
対

象
に
な
り
ま
す
（
※
障
害
年
金
・

遺
族
年
金
は
非
課
税
）
。
課
税
対

象
と
な
る
公
的
年
金
を
受
け
て
い

る
人
に
は
、
確
定
申
告
な
ど
に
必

要
な
平
成
22
年
の
年
金
支
払
総
額
、

源
泉
徴
収
税
額
な
ど
を
記
載
し
た

「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

を
日
本
年
金
機
構
な
ど
公
的
年
金

の
支
払
者
が
作
成
し
、
１
月
中
に

送
付
し
て
い
ま
す
。

　
源
泉
徴
収
票
が
届
か
な
い
と
き

や
紛
失
し
た
場
合
は
、
再
交
付
が

で
き
ま
す
の
で
、
年
金
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
０
５
７
０
　
１
１
６
５
）
ま

た
は
諫
早
年
金
事
務
所
（
☎
０
９

５
７
　
１
６
６
３
）
へ
問
い
合
せ

て
く
だ
さ
い
。

年
金
出
張
相
談
所

▼
と
　
き
　
２
月
23
日
（水）
・
３
月

　
23
日
（水）
　
10
時
か
ら
15
時
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　
ロ
ビ
ー

▼
募
集
人
数
　
20
人

▼
申
込
方
法
　
相
談
開
設
日
の
10

　
日
前
ま
で
に
年
金
相
談
受
付
票

　
に
よ
る
予
約
（
電
話
予
約
可
）

　
を
し
て
く
だ
さ
い

ね
ん
き
ん
定
期
便
等
相
談
所

　
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
出
張

相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

▼
と
　
き
　
毎
週
木
曜
日
　
９
時

　
か
ら
15
時
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　
ロ
ビ
ー

▼
申
込
方
法
　
当
日
先
着
順
に
受

　
付
ま
す
の
で
「
ね
ん
き
ん
定
期

　
便
・
特
別
便
」
に
同
封
し
て
あ

　
る
書
類
、
印
鑑
、
年
金
手
帳
な

　
ど
参
考
と
な
る
書
類
を
持
参
し

　
て
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
国
民
年
金

班
（
☎
内
線
２
３
２
）
ま
た
は
有

明
支
所
（
☎
内
線
５
０
５
）

お
ゆ
ず
り
し
ま
す

　
猫
用
ト
イ
レ

お
ゆ
ず
り
く
だ
さ
い

　
島
原
高
校
女
子
制
服
（
冬
用
上

下
）

　
詳
し
く
は
、
市
民
生
活
グ
ル
ー

プ
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
（
☎
内
線

１
８
４
）
へ
。

島
原
市
農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

薬
草
栽
培
講
習
会

島
原
図
書
館
の
特
別
休
館

2
月
22
日
は
行
政
書
士
記
念
日

日
本
一
小
さ
い
？
富
士
山
に
登
ろ
う

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー

不
用
品
の
交
換
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児童扶養手当

■対象者…次の①～⑤のいずれかに該当する子（18歳に達した
　日以後の最初の３月31日までの間にある者）を監護し、かつ、
　生計を同じくする父または母または養育者

　①父母が婚姻を解消した子

　②父または母が死亡した子

　③父または母が一定程度の障がいの状態にある子

　④父または母の生死が明らかでない子

　⑤その他（父または母が１年以上遺棄している子、父または
　　母が１年以上拘禁されている子など）
■支給額…子の人数、父または母および同居親族の所得状況に

　より決定

■支給方法…４月、８月、12月の年３回口座振り込み
■支給開始月…申請を受け付けた月の翌月分から支給

■手続きに必要なもの

　①受給資格者および子の戸籍謄本と住民票

　②受給資格者の印鑑

　③受給資格者名義の通帳

　④平成22年１月１日現在で市内に住んでいなかった人は本人・
　　扶養義務者などの所得課税証明書

　※養育状況により、別途提出書類が必要な場合があります

特別児童扶養手当

■対象者…精神または身体に一定の障がいがある20歳未満の

　児童を監護する父母、またはその児童を監護し、かつ生計を

　維持する養育者

■手続きに必要なもの

　①診断書（児童の障がいの状態によって様式が異なりますの

　　で問い合わせてください）

　②他は、児童扶養手当と同様（ただし、通帳はゆうちょ銀行

　　のものに限ります）

大腿骨近位部骨折とは

　年を取ってくると筋力の低下、姿勢の変化な

どにより転びやすくなります。骨の強度も若い

頃より随分弱くなっており簡単に骨折してしま

います。その際、脚のつけ根あたりが痛くて立

てない、歩けない場合たいていはこの骨折です。

（たまに骨盤骨折のこともあります）

診断と治療

　診断はレントゲン検査で行いますが、見た目

でも、痛い方の脚をまっすぐ伸ばせない、足先

が外を向いて脚全体が短くなっていたらまず間

違いありません。治療はよほどひどい持病のな

い限りほぼ全例手術になります。内容は、骨折

部位が転子部（幅の広いあたり）では骨接合（金

属で骨折部を固定します）、頚部（くびれた部

分）では、ずれがなければ骨接合、ずれが大き

ければ人工骨頭置換（大腿骨の丸い骨頭を除去

して丸い頭がついた金属を骨に打ち込みます）

になります。材料や手術法の進歩で術後のリハ

ビリ開始はどんどん早くなっており、たいてい

は１週間以内に歩行開始しています。

　しかし、手術とリハビリがどんなにうまくい

っても歩行能力は低下します。杖なしで歩けて

いた人も杖や押し車が必要になります。

　この骨折を起こしていない人に比べて寿命が

短くなっているとの学説もあります。転倒時の

骨折予防のためにヒッププロテクターなるもの

も開発されてはいますが、普通に普及するよう

なものではありません。要は“転ばないための

身のこなし”を普段から身につけておくことが

大事です。

身体を動かしましょう

　年をとって骨の強度を含めいろいろと衰えて

来るのは仕方ありませんが、筋力をつけておけ

ばある程度カバーできます。そのためには、自

分のことは自分の身体を動かして自分でする、

自分の手足はしっかり使うことが大事です。

病気・けがの最前線

平成23. 2.  　20

病気・けがの最前線病気・けがの最前線
「高齢者の大腿骨　　
　近位部骨折について」

長崎県島原病院

整形外科医長　白石　雅也

シリーズ

申請・問い合わせ先…こども支援グループこども家庭班（☎内線278）または有明支所（☎内線506）

（特別）児童扶養手当の申請

　受給資格があるにもかかわらず、申請をしていないために手当を受けていない人はいませんか。

児童扶養手当は、母子家庭のみを対象としていましたが、昨年８月から父子家庭にも支給されるよ
うになりました。（特別）児童扶養手当を受けるには父、母または養育者からの申請が必要です。

まだ認定申請をしていない人は早めに申請してください（いずれも所得制限があります）。
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■大人対象「名作を見る会　～おくりびと～」

◆不動産に関する相談（宅建協会）
　２月21日（月） 13：00～16：00

◆弁護士法律相談（弁護士）【要予約】
　２月17日（木） 13：00～16：00

■おはなしのじかん０・１・２

新刊図書紹介 2月の催し

「この人から受け継ぐもの」
井上　ひさし　著　　岩波書店

　吉野作造、宮沢賢治、丸山眞男、チェーホフ

…。これらの思想家・作家に深く魅せられた井

上ひさしの思いとは何だったのか。自らの知的

好奇心と重ねながらそれぞれの意外な人間性を

語る。笑いの謎と本質に迫るエッセイも収録。

「ぼくらの最後の聖戦」
宗田　理　著　　ポプラ社

　赤い靴をはいた子どもが次々に失踪する事件

が起きた。山下公園の赤い靴の女の子像の前に

は、犯行予告が。市長、警察も巻き込んだ大混

乱のなか、「ぼくら」は魔石「天使の泪」を守

り通せるのか。「ぼくら」シリーズ完結。

■「3652 a decade」
　　　伊坂　幸太郎　著　  新潮社

■「不思議な羅針盤」
　　　梨木　香歩　著　  文化学園文化出版局

■「男嫌いの姉と妹」
　　　佐藤　雅美　著　  角川書店

■「師・井伏鱒二の思い出」
　　　三浦　哲郎　著　  新潮社

■ちいさなおはなし会

■おはなしのじかん

■郷土史を学ぼう会

　「ふるさとの寺院を訪ねて」　「深溝世紀」

■おはなしのじかん

有明図書館

島原図書館

◆交通事故巡回相談（県交通事故相談所）
　２月24日（木） 10：00～16：00

市民相談センターのご案内市民相談センターのご案内市民相談センターのご案内市民相談センターのご案内
２月の市民相談は、次の日程で市民生活グループ市民相談
センター（☎内線184）で行います。なお、行政相談のみ有
明福祉センターでも受け付けます。（かっこ内は担当相談員）

◆行 政 相 談（行政相談委員）
　〈市民相談センター〉
　２月1日（火）・8日（火）・15日（火） 13：00～16：00
　〈有明福祉センター〉
　２月２日（水）・16日（水） 13：00～16：00

　２月２日（水）
◆人 権 相 談（人権擁護委員）

13：00～16：00

◆一 般 相 談（市相談員）
　土曜日・日曜日・祝日を除く毎日 18：30～17：15

◆相続・遺言・任意後見・各種契約など公証人法律相談
　（島原公証役場　公証人）
　２月23日（水） 13：00～16：00
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図書館通信
島原図書館（☎64－4115） 有明図書館（☎68－5808） 　本の返却が１カ月

以上遅れた人には新
たな貸し出しはしま
せんので、早めの返
却をお願いします。

開館時間…10：00～18：00（金曜日は20時まで）

2月の休館日…1日（火）～12日（土）【特別整理期間】
　　　　　　 14日（月）・21日（月）・28日（月）

開館時間…9：00～18：00
2月の休館日…1日（火）・8日（火）・15日（火）・
　　　　　　 22日（火）・28日（月）

21　  平成23. 2.
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